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□
浄
山
寺
「
木
造
地
蔵
菩
薩
立
像
」

は
現
在
修
理
中
で
す

　

市
初
の
国
重
要
文
化
財
で
あ
る
浄

山
寺
の
本
尊
「
木
造
地
蔵
菩
薩
立

像
」
は
、
現
在
、
経
年
劣
化
に
よ
る

干
割
れ
や
台
座
と
本
体
の
ず
れ
な
ど

の
修
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。
毎
年
２

月
２４
日
に
御
開
帳
を
行
っ
て
い
ま
す

が
、
今
回
は
修
理
中
の
た
め
本
尊
は

ご
覧
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

b
生
涯
学
習
課
☎
９
６
３
＝
９
３
１

５□
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
加
入
者
は
治
療
用
装
具
等

の
療
養
費
支
給
申
請
が
で
き
ま
す

　

次
の
①
〜
⑦
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
治
療
等
を
受
け
た
場
合
は
、
か

か
っ
た
医
療
費
を
一
度
全
額
自
己
負

担
し
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
必
要
な

書
類
を
添
え
て
申
請
す
る
こ
と
で
、

自
己
負
担
分
を
除
い
た
額
が
支
給
さ

れ
ま
す
。
①
急
病
な
ど
や
む
を
得
な

い
事
情
で
、
保
険
証
を
持
た
ず
に
医

療
機
関
等
を
受
診
し
た　

②
医
師
が

必
要
と
認
め
た
治
療
用
装
具
（
コ
ル

セ
ッ
ト
等
）
を
作
成
し
た
（
市
販

品
、
接
骨
院
・
整
骨
院
等
で
作
成
し

た
も
の
は
除
く
）　

③
は
り
、
き
ゅ

う
、
あ
ん
摩
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
受
け

た　

④
骨
折
、
捻
挫
等
で
柔
道
整
復

師
の
施
術
を
受
け
た
（
慢
性
的
な
肩

こ
り
、
腰
痛
等
は
除
く
）　

⑤
海
外

旅
行
中
に
医
療
機
関
等
に
か
か
っ
た

（
日
本
の
保
険
が
適
用
さ
れ
る
範
囲

に
限
る
）　

⑥
輸
血
し
た
と
き
の
生

血
代
（
保
険
を
適
用
し
た
場
合
は
除

く
）　

⑦
疾
病
ま
た
は
負
傷
に
よ
り

移
動
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
状

況
に
お
い
て
、
緊
急
や
む
を
得
ず
、

医
師
の
指
示
に
よ
り
移
送
さ
れ
た

（
疾
病
ま
た
は
負
傷
に
対
応
可
能
な

最
寄
の
医
療
機
関
へ
の
移
送
で
、
保

険
者
が
認
め
た
場
合
に
限
る
）

＊
医
療
処
置
が
適
正
で
あ
っ
た
か
審

査
す
る
た
め
、
申
請
か
ら
支
給
ま

で
３
カ
月
〜
４
カ
月
程
度
か
か
り

ま
す

＊
療
養
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
２

年
を
過
ぎ
る
と
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

＊
審
査
の
結
果
に
よ
っ
て
は
、
支
給

さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

＊
申
請
内
容
に
よ
っ
て
、
申
請
に
必

要
な
書
類
が
異
な
り
ま
す
。
詳
し

く
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い

b
国
民
健
康
保
険
課
（
第
二
庁
舎
１

階
）
▽
国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
方

…

☎
９
６
３
＝
９
１
５
４
、
▽
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
の
方…

☎

９
６
３
＝
９
１
７
０

□
市
立
図
書
館
の
休
館

　

特
別
館
内
整
理
の
た
め
、
左
記
の

期
間
は
休
館
と
な
り
ま
す
。

a
３
月
６
日
㈬
〜
８
日
㈮

＊
休
館
中
、
本
は
ブ
ッ
ク
ポ
ス
ト
に

ご
返
却
く
だ
さ
い

b
市
立
図
書
館
☎
９
６
５
＝
２
６
５

５□
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア

ラ
ー
ト
）
の
全
国
一
斉
情
報
伝
達

訓
練

　

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア

ラ
ー
ト
）
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
国
か

ら
の
緊
急
情
報
を
確
実
に
皆
さ
ん
へ

お
伝
え
す
る
た
め
、
防
災
行
政
無
線

で
試
験
放
送
を
行
い
ま
す
。

a
２
月
２０
日
㈬
、
午
前
１１
時
か
ら　

g
放
送
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト

で
す
」
（
３
回
）
、
「
こ
ち
ら
は
、

防
災
こ
し
が
や
で
す
」　

b
危
機
管

理
課
☎
９
６
３
＝
９
２
８
５

□
防
災
行
政
無
線
の
試
験
放
送

a
２
月
１２
日
㈫
〜
１８
日
㈪
（
土
曜
・

日
曜
日
を
除
く
）
、
午
前
８
時
３０
分

〜
午
後
５
時　

g
放
送
内
容
は
次
の

と
お
り
で
す
。
「
こ
ち
ら
は
防
災
こ

し
が
や
で
す
。
た
だ
今
か
ら
試
験
放

送
を
行
い
ま
す
。
こ
れ
で
試
験
放
送

を
終
わ
り
ま
す
」　

b
危
機
管
理
課

☎
９
６
３
＝
９
２
８
５

□
越
谷
市
民
プ
ー
ル
の
一
部
施
設
の

利
用
を
休
止
し
ま
す

　

水
泳
教
室
開
催
の
た
め
、
一
部
施

設
の
利
用
を
休
止
し
ま
す
。

a
２
月
２３
日
㈯
、
午
前
９
時
３０
分
〜

午
後
３
時
３０
分

＊
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
は
、
通
常

ど
お
り
利
用
で
き
ま
す

b
越
谷
市
民
プ
ー
ル
☎
９
９
２
＝
６

６
０
２

〈
対
象
者
と
条
件
〉　
次
の
①
〜

④
の
す
べ
て
を
満
た
す
方
２０
人
程

度
（
予
算
の
範
囲
内
）
。
①
看
護

師
（
准
看
護
師
は
除
く
）
ま
た
は

助
産
師
の
養
成
施
設
に
在
学
し
て

い
る　

②
本
人
が
市
内
に
居
住
も

し
く
は
市
内
の
養
成
施
設
に
在

学
、
ま
た
は
市
内
に
居
住
し
て
い

る
連
帯
保
証
人
が
い
る　

③
養
成

施
設
を
卒
業
し
た
後
、
直
ち
に
市

内
医
療
機
関
に
お
い
て
看
護
業
務

に
従
事
す
る
意
思
が
あ
る　

④
他

の
修
学
の
た
め
の
資
金
の
貸
与
を

受
け
て
い
な
い

〈
貸
与
額
〉　
月
額
８
万
円
以
内

（
修
学
に
要
す
る
額
）
。
無
利
子

〈
貸
与
期
間
〉　
貸
与
を
決
定
し

た
月
か
ら
養
成
施
設
の
正
規
の
修

学
期
間
を
修
了
す
る
月
ま
で

〈
修
学
資
金
の
返
還
猶
予
・
免

除
〉　
市
内
医
療
機
関
に
勤
務
し

て
い
る
期
間
は
返
還
を
猶
予
し
ま

す
。
勤
務
期
間
が
貸
与
期
間
に
相

当
す
る
期
間
に
達
し
た
と
き
は
、

返
還
を
免
除
し
ま
す
。
卒
業
後
、

直
ち
に
市
内
医
療
機
関
で
看
護
業

務
に
従
事
し
な
い
場
合
や
途
中
で

退
学
し
た
場
合
な
ど
に
は
、
修
学

資
金
の
全
額
を
返
還
し
て
い
た
だ

き
ま
す

〈
申
込
み
〉　
２
月
２５
日
㈪
〜
３

月
２２
日
㈮
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
）
、
午
前
８
時
３０
分
〜

午
後
５
時
１５
分
に
、
申
請
書
を
直

接
地
域
医
療
課
へ
（
郵
送
で
は
申

し
込
み
で
き
ま
せ
ん
）
。
詳
し
く

は
、
市
役
所
総
合
受
付
、
保
健
セ

ン
タ
ー
、
越
谷
市
保
健
所
、
北

部
・
南
部
出
張
所
で
配
布
す
る
募

集
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
募
集

要
項
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
印

刷
で
き
ま
す

b
地
域
医
療
課
（
保
健
セ
ン
タ

ー
）
☎
９
７
３
＝
５
６
２
５

　

被
保
険
者
の
健
康
の
保
持
増
進

を
図
る
た
め
、
国
民
健
康
保
険

（
実
施
年
度
中
４０
歳
以
上
の
方
）

ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加

入
者
の
人
間
ド
ッ
ク
に
要
し
た
費

用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

＊
年
度
内
に
受
診
結
果
を
提
出
で

き
な
い
場
合
は
国
民
健
康
保
険

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

＊
助
成
後
に
特
定
健
康
診
査
・
後

期
高
齢
者
健
康
診
査
の
受
診
が

判
明
し
た
場
合
、
助
成
金
を
返

還
し
て
い
た
だ
き
ま
す

＊
医
療
費
控
除
特
例
制
度
（
ス
イ

ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
薬
控
除
制
度
）
の

証
明
書
を
発
行
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
お
申

し
出
く
だ
さ
い

＊
平
成
３０
年
分
の
確
定
申
告
等
で

使
用
す
る
場
合
は
、
３０
年
１２
月

末
ま
で
に
受
診
し
た
も
の
が
対

象
で
す
。
３１
年
１
月
１
日
〜
３

月
３１
日
に
受
診
し
た
も
の
は
、

３１
年
分
の
確
定
申
告
等
の
対
象

で
す

e
直
接
国
民
健
康
保
険
課
へ
。
北

部
・
南
部
出
張
所
、
地
区
セ
ン
タ

ー
で
は
受
け
付
け
ま
せ
ん　

b
国

民
健
康
保
険
課
（
第
二
庁
舎
１

階
）
▽
国
民
健
康
保
険
に
加
入
の

方…

☎
９
６
３
＝
９
１
５
４
、
▽

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
の

方…

☎
９
６
３
＝
９
１
７
０

　朝晩の冷え込みが厳しくなり外気温が氷点下４℃以下
になると、水道管の凍結や破裂のおそれがあるため、寒
さから水道管を守りましょう。

蛇口や水道管が凍結
しやすい場所　　　

●風当たりの強いところ
●水道管が露出しているとこ
ろ

●屋外にあり、特に２階など
へ配管しているところ

●北側に面しているところ
（日の当たらないところ）

防寒の仕方
（１）蛇口や水道管に保温
材、毛布、厚手の布な
どを巻きます

（２）その上からビニールテ
ープなどを巻いて保温
材が濡れな
いようにし
ましょう

凍って水が出ないとき
　蛇口や水道管が凍って水が
出なくなってしまったら、自
然にとけるのを待つか、タオ
ルなどを被せてからぬるま湯
をかけて徐々にとかしてくだ
さい。熱湯を直接かけてしま
うと水道管が破裂
してしまうことが
あるので、ご注意
ください。

　凍結の対応や工事店について詳しくは、越谷・松伏水
道企業団ホームページ（https://www.koshi-matsu. 
koshigaya.saitama.jp/）をご覧ください。

B越谷・松伏水道企業団施設課☎９６６－３９３１

水道管が破裂したときには
（１）メーターボックスの中
の止水栓を閉めて、蛇
口から水が出ないよう
にしてください

（２）応急処置した後に、最
寄りの工事店（指定給
水装置工事事業者）に
修繕を依
頼してく
ださい

水道管の凍結にご注意ください

お
知
ら
せ

平成30年度の人間ドック検診料助成の
申請・請求は3月29日（金）までです

越谷市国民健康保険・後期高齢者医療制度
に加入の方へ

２
月
25
日
㈪
〜
３
月
22
日
㈮

看
護
学
生
等
へ
の
修
学
資
金
の

　
　
貸
与
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

国民健康保険 後期高齢者医療制度

対象者

助成金額

助成要件

申請
・
請求

年度年齢４０歳以上
で越谷市国民健康保
険に加入の方
平成30年度（30年４月１日～31年３月
31日）に受診した人間ドックの検診に要
した費用で10,000円を限度とし、１人に
つき１年度に１回の助成
・国民健康保険税または後期高齢者医療保
険料に滞納がないこと
・人間ドックの検査項目に特定健診の基本
的な検査項目を含むこと
・助成を受ける年度の特定健診または後期
高齢者健診を受診していないこと

越谷市で資格を有す
る後期高齢者医療制
度に加入の方

人間ドックを受診後、申請書、問診・確認
票（国保のみ）、請求書に次の書類を添付
してご申請・ご請求ください。申請書等は
国民健康保険課で配布します
〈持ち物〉
国保・後期共通 …保険証、検診機関で発
行された人間ドック検診料の領収証（原
本）、検診機関で発行された人間ドック検
診結果の写し
国保の方 …世帯主の印鑑、世帯主名義の
振込先口座情報
後期の方 …受診者の印鑑、受診者名義の
振込先口座情報
＊後期加入の方で健診結果の写しの提出が
困難な方は、ご相談ください

制度を活用し看護師・助産師を目指しませんか


